(別紙２)


特別支援教育支援員の勤務条件等
1. 職員としての位置づけ

地方公務員法第２２条第２項に基づく臨時的任用職員（任用期間が限定された職員）です。

2. 任用（登録）期間

任用（登録）期間は、臨時的任用辞令書記載のとおりです。任用（登録）期間を終了した場合は、退職となります。

3. 勤務時間
勤務時間は１日５時間です。（午前８時３０分から午後４時３０分までの間に学校長が指定する時刻から休憩時間を除き５時間）
4. 給料

給料は日額制で、その額は3,910円です。

その他、通勤距離が片道２キロメートル以上で、公共交通機関を利用する人及び交通用具を利用する人には交通費相当加給金（日額800円を限度）を支給します。
なお、給料は，原則として月の初日から末日までの分を翌月の１５日（１５日が土曜日、日曜日、または国民の祝日に関する法律に規定する休日にあたるときは、順次これを繰り上げます。）に支給します。

5. 諸手当

諸手当（期末・勤勉手当等）は支給しません。
6. 勤務上の注意

全体の奉仕者として公務に従事するものであり、福岡市教育委員会職員の一人として評価されますので、常に公務員としての自覚を持って行動してください。

また、職務上の上司の命令に忠実に従い、勤務時間中はその職務に専念する義務があります。

勤務時間中の服装は、公務員として市民に対し不快な感じを与えることがないよう身だしなみを正しくし執務を行ってください。
7. 個人情報の保護
個人情報は、重要な機密文書になります。福岡市教育委員会では、学校における個人情報取扱いマニュアルを定めていますので、取扱いについては、このマニュアルに従っていただくとともに、決して無断で外部に持ち出さないようにしてください。
8. その他

勤務条件や職務に関する疑問等が生じたときは、学校に相談してください。

セクシャル・ハラスメントに関する相談窓口は発達教育センター内に設けてあります。
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